
昨
年
の
12
月
議
会
で
、

ろ
過
機
の
故
障
を
理
由

に
、
東
部
市
民
プ
ー
ル

を
廃
止
し
、
東
小
学
校

の
プ
ー
ル
利
用
に
切
替

え
る
と
市
長
が
表
明
し

ま
し
た
。
跡
地
を
駐
車

場
に
利
用
。

地
域
住
民
へ
の
説
明

は
、
昨
年
12
月
26
日
の

年
末
に
急
き
ょ
開
催
し

た
だ
け
で
す
。

高
橋
議
員
が
、
３
月

議
会
で
、
ろ
過
機
の
不

調
に
つ
い
て
指
摘
し
た

際
、
市
は
問
題
が
な
い

と
答
弁
し
、
必
要
な

手
立
て
を
講
じ
て
き

ま
せ
ん
で
し
た
。

昨
年
は
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
プ
ラ
ザ
が
改
修
さ

れ
た
の
で
す
か
ら
、
東

部
市
民
プ
ー
ル
も
、

「
廃
止
あ
り
き
」
の
対

応
は
見
直
し
て
、
改
修

し
て
継
続
す
べ
き
で
す
。

東部市民プールが突然廃止?!

築 更新 利用者 R3利用者

東 部 38年 ナシ 3,203 1,725

北 部 40年 14年 6,153 4,644

中 部 49年 15年 5,891 4,370

コミュプラ 30年 １年 11,471 8,180

合計 26,718 18,919

施設の違い

・面積…東小は半分の大きさ

(市民プール1,881㎡/東小876㎡)

・８レーンが、東小６レーン

・幼児プールが有り

東小は底上げ対策

・更衣室 200個（東小40個）

・東小プール築６年

東小プール開放

・７月の土日、８月中

入場料金ナシ

その他

・改修費 1,850万円

（コミュプラの改修費 2,200万円）

・駐車場に（東部公民館23台）

日
本
共
産
党

流
山
市
議
会
議
員

高

橋

あ
き
ら
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市民プールの廃止について考えよう！！

東部地域の貴重な施設をなくしていいの!?

・東小学校のプール代用
・プール跡地は駐車場に

コロナ感染拡大によって中止する場合があります。



昨
年
の
年
末(

12
/
26)

の

忙
し
い
中
、
市
か
ら
「
市
民

プ
ー
ル
廃
止
」
に
つ
い
て
、

急
き
ょ
説
明
会
が
開
か
れ
ま

し
た
。

参
加
さ
れ
た
皆
さ
ん
の
意

見
は
、
「
東
部
地
域
の
貴
重

な
施
設
を
存
続
・
継
続
し
て

ほ
し
い
」
「
こ
れ
以
上
の
地

域
格
差
を
拡
げ
な
い
で
…
」

と
、
市
政
に
対
す
る
疑
問
・

不
満
が
出
さ
れ
ま
し
た
。

東部公民館での説明会

廃
止
あ
り
き
で
考
え
て
い
る
の
で
は

…
。
東
部
地
域
だ
け
が
な
く
な
る
。

自
治
会
長
が
集
ま
る
と
、
東
部
地
域

だ
け
が
、
置
い
て
き
ぼ
り
に
な
っ
て

い
る
と
話
し
て
い
る
。

利
用
者
が
減
っ
た
の
は
老
朽

化
と
衛
生
面
の
問
題
も
影
響
。

大
規
模
改
修
の
計
画
が
あ
っ

た
の
に
廃
止
は
お
か
し
い
。

東
小
プ
ー
ル
で
の
安
全
性
は
確
保
さ

れ
て
い
る
の
か
、
母
親
と
し
て
不
安
。

小
さ
い
子
ど
も
を
持
つ
家
族
は
、
遊

ぶ
場
所
が
少
な
い
。

市
と
し
て
の
政
策

を
感
じ
ら
れ
な
い
。

改
修
す
れ
ば
10
年
は
使
用

可
能
か
と
。
お
金
の
掛
け

方
の
不
均
衡
が
井
崎
市
政

に
は
あ
る
。

夏の遊び場がなくなる子どもの

東
部
だ
け
な
く
な
る

東
小
プ
ー
ル
は
危
険
？

改
修
計
画
あ
っ
た

改
修
し
て
10
年
利
用

小
学
校
の
プ
ー
ル
は
幼
児
が

遊
ぶ
の
に
は
適
し
て
い
な
い
。

コ
ー
ス
が
少
な
く
な
っ
て
本

格
的
に
泳
ぐ
方
に
は
不
便
。

東
小
プ
ー
ル
は
狭
い

施
設
が
無
く
な
る
と
い
う
重

要
な
話
。
自
治
会
に
書
面
で

回
し
て
意
見
を
聞
く
こ
と
が

大
切
。

住
民
の
意
見
を
聞
け

「スポーツを通じて幸福で豊かな生活を営むことは、
全ての人々の権利である」（スポーツ基本法）


